
すくすく子育て　いきいき健康13 2024.２月号

　給付額　児童一人当たり１万円
　支給対象者　令和５年度子育て世帯生活支援
　　特別給付金（ひとり親世帯分）または令和
　　５年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひ
　　とり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）
　　の支給対象とならない方であって、次のい
　　ずれかに該当する方
　・基準日（令和５年７月１日）現在で本市に
　　住民登録を有し、平成17年４月２日（特別
　　児童扶養手当の支給額の算定基礎となって
　　いる児童は平成15年４月２日）以降に出生
　　した児童の養育者
　・基準日以降、本市に住民登録
　　を有し、申請期限日までに出
　　生した児童の養育者
　・基準日以降、申請期限日まで
　　に本市へ転入し、支給対象児
　　童の養育者

各種給付金の申請をお忘れなく

①登別市子育て世帯物価高騰対策給付金①登別市子育て世帯物価高騰対策給付金

申請期限は①②とも２月29日㈭です。申請方法や詳細は、市公式ウェブサイトをご覧ください。

問い合わせ　こども家庭グループ（☎57１０７８)

　給付額　児童一人当たり５万円
　支給対象者（ひとり親世帯）次のどちらかに該当する方
　　・公的年金を受給していることにより、
　　　令和５年３月分の児童扶養手当の支給
　　　を受けていない方
　　・物価高騰の影響を受けて家計が急変し、
　　　収入が児童扶養手当を受給している方
　　　と同じ水準になっている方
　支給対象者（ひとり親世帯以外）対象児童（平成17年４
　　月２日（特別児童扶養手当の算定基礎となっている児
　　童は平成15年４月２日）から申請期限日までに出生し
　　た児童）の養育者で次のどちらかに該当
　　する方
　・物価高騰の影響を受け家計が急変し、令
　　和５年度住民税均等割が非課税である方
　・令和５年度住民税均等割が非課税である
　　方と同様の事情にあると認められる方

②令和５年度低所得の子育て世帯に対する
　子育て世帯生活支援特別給付金
②令和５年度低所得の子育て世帯に対する
　子育て世帯生活支援特別給付金

▲市公式
　ウェブ
　サイト

▲市公式
　ウェブ
　サイト

▲市公式
　ウェブ
　サイト

ブックファーム あーにす
～登別市市民自治推進委員会～
ブックファーム あーにす
～登別市市民自治推進委員会～
　親子で読書に親しめる空間になっています。
ぜひお立ち寄りください。

読み聞かせ活動団体『パラテク』による
読み聞かせを行います。
読み聞かせのボランティアスタッフを募
集しています。
絵本の貸し出しもしています。

日時　２月17日㈯10時～12時
場所　アーニス２階
　(観光経済部執務室となり)
問い合わせ　市民協働グループ
　　　　　　　（☎57１０７９)問い合わせ　室蘭歯科医師会（☎43３５２２）

２～３月の歯科救急医療
日時 診療所・住所・電話

２月４日㈰ 林歯科医院　　　　　　　　
－

早川歯科　　　　　　　　　

福田歯科クリニック伊達医院
０１４２

伊達市旭町１－１
日㈪ 福田歯科医院　　　　　　　

室蘭市輪西町２丁目８－２
日㈰ 太平洋歯科医院　　　　　　

室蘭市白鳥台５丁目１－２
２月 福田歯科クリニック　　　　

室蘭市祝津町２丁目３－１
２月 日㈰ 松田歯科医院　　　　　　　

３月３日㈰ 本田歯科　　　　　　　　　
室蘭市港南町１丁目９－

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2023060900019/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2023060900026/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2023112100039/

